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平成２９年第１回砂川市議会定例会

第２予算審査特別委員会

平成２９年３月１６日（木曜日）第３号

開会宣告

開議宣告

議案第１３号 砂川市議会議員及び砂川市長の選挙における選挙運動に要する費用

の公費負担に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１４号 砂川市庁舎建設検討審議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第１５号 砂川市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第１９号 砂川市税条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第２３号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について

議案第 ７号 平成２９年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２９年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２９年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２９年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２９年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２９年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇出席委員（１２名）
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開会 午前 ９時５８分

◎開会宣告

〇委員長 辻 勲君 おはようございます。ただいまから第２予算審査特別委員会を開

きます。

本日の委員会に一般傍聴の方から委員会傍聴の申し出がありました。このことについて

許可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定しました。

暫時休憩します。

休憩 午前 ９時５９分

再開 午前 ９時５９分

〇委員長 辻 勲君 休憩中の委員会を再開します。

◎開議宣告

〇委員長 辻 勲君 直ちに議事に入ります。

第１０款教育費、第５項保健体育費を前日に引き続いて審査を行います。

武田真委員。

〇武田 真委員 おはようございます。早速２０９ページの市営野球場の改修事業費につ

いて伺ってまいりたいと思いますけれども、まず今回かなり大規模な改修ということで、

利用者とか関係団体との協議がこの実施設計まであったと思われるのですけれども、その

経過はどうだったかということをまず教えていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 これまでの経過といたしましては、軟式野球連盟さんのほうか

ら平成２７年１０月３０日に要望書をいただいておりまして、この中でさまざまなスコア

ボード、さらには土の入れかえ、フェンス更新等々の項目を要望いただいております。こ

の要望に基づきまして、今議会に提案する内容、これにつきましては軟式野球連盟の会長

さんのほうに事務局を通してこのような内容で提案するということでお話をしている経過

がございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、今回の主な相手方といいますか、それは野球連盟さんだ

けであったということで、平成２７年１０月３０日に要望があって、その以降ですよね、

２７年度の間に、実施設計に反映されるまでの間に何かそういったやりとりというのが何

回かあったということはなかったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 平成２７年１０月３０日に要望を受けた中で、平成２８年度の
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実施設計を行っております。その中でも項目については示させていただいております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 大体それが２８年度中にやりとりが、例えば要望があって、それに対し

てさらに教育委員会から逆に問い合わせがあったとか、そういったやりとりというのはな

かったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 要望の中で全ては今回網羅しておりませんから、その部分につ

いては都度報告しておりますけれども、最終的には今年度に入ってから、この予算を提出

する前に最終的にはこのような形になったということでお話はしております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、形式的にも実質的にも利用者団体等の意見が反映された

形でこの実施設計がなされてきたということで理解してよろしいでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 軟式野球連盟が野球場の主たる利用団体というか、そういう関

係団体でございますから、そちらのほうと協議を進めてきたところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 それはわかりました。

それから、今般の総括質疑等を伺っておりますと、野球場の使い方のメインが大規模な

大会に集中しているような印象を受けたのですけれども、これまでの現状の市営野球場と

いうのは恐らくいろんな方が使われていたと思うのです。その利用実績と今後の利用の見

通しといいますか、私の勘違いかもしれませんけれども、大規模な大会がメインで行われ

るというような、構造上もそのような印象を受けたのですけれども、その辺のところをも

う少し詳しく教えていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 まず、利用団体でございますけれども、平成２８年シーズンに

おいては１６団体のご利用がありまして、市内が７、市外が９という内訳でございます。

ご質問の後半の大きな大会ということで総括質疑では答弁させていただきましたけれども、

それはもちろんですし、市民の方にできるだけ多く練習や練習試合も含めて使っていただ

くような利活用促進はしていきたいと考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、現状の利用実態と今後の需要実態がどうなるかというの

はちょっと気になるところで、私が心配しているのは、要は大きな大会とかがもしうまく

いって来るということになれば、既存の利用している方がなかなかうまく利用できないと

か、そういった懸念があるやなしやということなのですけれども、その辺はどうなのでし

ょうか。
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〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 年間大体同じようなチームが練習なり試合をしていただいてお

りますけれども、１８４日、シーズンで日数がありまして、平成２８年度ではあいている

日が６３日ということで、これは平日、土日含めてです。ということになりますので、大

きな大会というのは必ずしも土日とは限りませんし、平日ということも当然あると思いま

す。このような中で６３日あいていますから、せっかくの大改修ですので、利活用という

か、稼働率を上げるための取り組みはしていきたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、今度は運営管理の方法についても若干気になるのですけ

れども、現状年間の維持費、数万円ですか、６万円でしたか、指定管理者ということで行

われているわけですけれども、芝生の維持管理に総括質疑では２００万円かかるというよ

うなお話もあって、かなり維持管理に手間暇とお金がかかるというような印象を受けてい

るのですけれども、現状の体制でそれがうまくいくのかなという心配があるのですけれど

も、今回の球場の改修を機にその辺の運営管理のあり方というか、方法について何か変更

とか考え方があれば、お伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 平成２９年度は工事になります。平成３０年度に入りましてか

らのことになりますので、この間必要な維持管理、機材等が必要であれば、それらは必要

に応じて検討させていただきたいというふうに考えておりまして、その中で人の関係につ

いても十分検討してまいりたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 非常に維持管理にコストがかかるということでありましたら、やはりい

ろいろな部分に影響が出てくると思うのですけれども、そうするとコスト削減のあり方と

か考え方についても今後の開設に向けての間に体制について考えていくということでよろ

しいのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 維持管理につきましては、全て外注ということではなくて、で

き得るものについてはみずからやっていくというようなことも考えておりますし、委託業

者さんのほうからの指導、ノウハウもいただきながら、自力でできるものについてはやっ

ていくというふうな考えでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、現行のゆうのように利用者側を巻き込んだような形、あ

るいは利用者側からボランティアとして手伝っていただくというような形で、利用者側を

巻き込んだような形での運営方法を考えているということなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。
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〇教育次長 河原希之君 利用者側の管理ということになりますと、使用後にみずからで

メンテをしてもらうというか、レーキを引いてならしてもらうとか、そういう形にしかな

らないと思いますので、今は職員の中ででき得るものについてはやる。できないものにつ

いては、業者委託も検討していかなければならないというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうした細かな運営のあり方については、今後詰めていくということに

なろうかと思いますので、その辺はわかりました。

それから、大きな大会を呼び込むとか、営業していくというようなお話が出てきたと思

うのですけれども、非常に難しいと思うのですけれども、またそれは市内の利用者団体あ

るいはスポーツ関係団体以外のさまざまな団体の方の連携とか協力というのが今後必要に

なってくると思うのですけれども、その辺の運営、大きな大会を呼び込む、あるいは営業

するに当たって各団体の連携とか情報の共有のあり方について何か現時点で考えているも

のがあれば、お伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 まず、地元にあります軟式野球連盟さんとも連携しながら、周

辺の大会の関係の情報収集をまずはしたいと思いますし、また軟式野球連盟でも、それか

ら硬式の関係でも本部というところがありまして、そこにお話はしようと思いますけれど

も、ある程度年次ごとに地区で大会は決まっております。その中で、例えば北空知地区と

当たっている部分については、そういうところからぜひ砂川へという話はしていきたいと

いうふうには考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 あとは、さっきもちょっと答弁がなかったのですけれども、要は大きな

大会とかイベントということになりますといろんなスポーツ関係団体以外の方の経済界な

りの連携とか協力というのも当然出てくることが予想されるのですけれども、やや気が早

いかもしれませんが、その辺の連携のあり方について現時点で何か考えていることがあれ

ば、お伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 現時点で具体的なそういう大会誘致という部分がまだ明確に出

ておりませんので、それが出た段階で必要に応じて市内の関係団体と連携を図ってやって

まいりたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 私もよくわかるのですけれども、スポーツの興業とか、あるいはイベン

トの興業というのは役所の仕事とかなり相性が悪いということで、そこは役所主体でこれ

を運営していくというのは難しいというふうに私は印象を受けていて、そこは基本的な部

分は役所ということに、教育長、教育委員会ということになると思うのですけれども、運
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営、イベントの興業とか、そういったあり方については体制とか組織についてはしっかり

と考えていく必要があると思うのですけれども、その辺の考え、今後需要をつくっていく

というようなイメージ、何かがあって、それに応じてつくった施設ということでなくて、

施設をつくったから、その後に需要をつくるというようなイメージで捉えているものです

から、ある程度早い段階からそうしたイベント興業とか、集客についてある程度組織体制

とか運営体制についてしっかりと現段階から建物の設計以前に運営体制の設計についてし

っかりと考えていかなければならないと私は思っているのですけれども、その辺の考えを

現時点で教育委員会として何か持っているものがあれば、お伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 供用開始が平成３０年の夏ごろの予定でございますから、平成

２９年度１年間ありますので、その辺のところについてはターゲットをある程度絞りなが

らでも体制づくりについては取り組んでまいりたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 それに当たっては、いろんな団体、スポーツ関係の団体以外のさまざま

な市内の経済団体、観光系の団体等のコミュニケーションというか、連携というのが大事

になってくるのかなと、それは当然議会も入ってくると思うのですけれども、今回の事業

の展開、施設の改修に当たってコミュニケーションがちょっと足りなかったのではないか

なと。議会軽視とまでは私は言いませんけれども、若干そういった部分のコミュニケーシ

ョン不足があったのではないかなというような気がしておりますので、その辺議会も含め、

委員会も含めてある程度コミュニケーションをとっていくような形で情報を共有するよう

な体制をお願いしたいということと、あと最後に、教育長は総括質疑でとにかく頑張りま

すというようなご答弁だったと思うのですけれども、頑張りますという意気込みは大事で

すけれども、それに伴う組織体制、特に現行の教育委員会はスポーツ振興課長兼務という

ことで体制にやや不安があるところもありますし、それがしっかり体制運営していくのも

本当に大丈夫なのかなという不安は皆さんあると思いますので、そこは開設に向けて組織

体制と、あとは今後の運営のあり方についてしっかり体制について組織設計、あるいは運

営のあり方について設計していくというようなことをしっかりやっていただきたいという

ことを要望して、私の質疑を終わりたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それでは、私も２０９ページ、市営野球場改修事業費のところからお伺

いをしたいと思います。

今までも多数の委員が質疑をしていますので、ちょっと観点を変えてお伺いしたいので

すが、これは福寿園のところでも言いましたけれども、結局こういうハードを整備しても、

その先の利活用のことも一緒に考えていかなければ、せっかく多額のお金をかけて整備す

る以上は使ってもらわないことには意味がないことになってしまいますので、実際に今こ
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この議会を通ればまさにこの事業が動き出すわけですから、工事が完了して実際に試合が

できるようになるというのはまだ先の話ですけれども、公式戦ができるようになる球場が

砂川でもつくられているというようなことを早いうちからＰＲしていかないと、お隣の町

では日ハムの２軍戦を誘致しようということで町内の主立った人が１３０人集まって、選

出の道議が実行委員長になって、日ハム球団の統括部長等を招聘していろいろと協議をや

っているわけです、数年前から。ですから、そういう周りに競合するライバル、しかも実

績のある球場が複数あるということを考えれば、建設途中の段階からそういう働きかけを

していかないと、できてからスタートしても実際に誘致できるまでに数年かかる例もあり

ますので、その辺教育委員会としてどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思

います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 平成３０年の夏のオープンを目指してこれから事業を進めてま

いりますので、平成２９年度の早い段階、さらにはこの議会で議決した後でも情報収集を

して、少しでも大きな、こけら落としといいますか、メインのそういうイベント、試合等

ができるような、そういう誘致活動といったことを始めていきたいというふうに考えてお

ります。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 日ハム球団さんが道内の１７９市町村に応援大使を担当制で設けるとい

いながらも、これは私だけではなくて当然教育委員会の皆さんはご存じですけれども、実

際には来たことがないわけですね、砂川市には。人的なネットワークを築いていかないと、

いきなりただ来てくださいと言っても、競合するライバルというのは道内みんなが来てほ

しいわけですね、そういう球場を持っていれば。ですので、そこは周知と同時にやっぱり

主催をする道内の、道民球団と言っても過言ではないですけれども、日ハムさんとも顔つ

なぎをしていくようなことというのは、通常の企業誘致と同じように大会を誘致するとい

うようなことはやっぱりやっていかないといけないと思いますけれども、その点もしっか

りとやっていただきたいというふうに思います。これもいろんな方も聞いているので、く

どくど申しませんけれども、それだけお願いをします。

それで、予算書についている附属説明資料、三井東圧から買収をするというところなの

ですけれども、ちょうど丸囲いをしてあるところなのですが、この敷地というのはここの

形状って東側に向かってちょっと崖地みたくなっているのですけれども、そこの際までが

三井東圧さんの敷地という理解でいいのかどうか。つまりそこまでが買収の対象となって

いるものなのかどうかというのを最初に確認としてお伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 日の出１条南１１丁目の買収予定用地につきましては、のり面

のついているところも含めて三井さんの土地でございます。
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〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、ここは南４号線の橋の手前から左に入ると１軒、突き当た

りに民家があるのです。ここののり面のところの下の道路が１本道路で、ここは通り抜け

できませんから、当然工事をするときに音ですとか、万が一土砂が下に落ちてしまうと、

そして道路を塞いでしまうと、ここの方が生活する上で非常に支障が出ることになります

ので、当然工事を実施するに当たっては、１軒しかないのですけれども、そういったとこ

ろの説明とか配慮というのがないと、結構大がかりな工事になると市営球場本体の外野工

事をしていても大きな音が出るでしょうし、ましてやそこのお宅に行く通ずる道路が１本

道路ですから、その上の駐車場の造成等の工事をすると大量の土煙等も発生すると思いま

すので、その辺というのはしっかりと工事の業者の皆さんとも話し合いをしないといけな

いと思うのですけれども、近隣で一番影響を受ける方というのは、１軒しかないですけれ

ども、ここの民家の方だと思うのですけれども、その辺というのは教育委員会として何か

説明をするとか、対応されているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 買収予定面積が２万１，３７５．２５平方メートルですけれど

も、その大きな敷地の中の北西部分に２，９６０平方メートル分の駐車場をつくります。

北西といいますのは、テニスコートの道路を挟んで東側に駐車場があります。その後ろに

生け垣みたいな形になっている、その隣といいますか、一番北西側のところ。ですから、

イメージとしましては大きな２万１，０００平米の土地の４分の１というか、四角でいく

と左下ということになりますので、おっしゃられた民家のほうには直接影響はないという

ふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そちらの道路の関係のほうは今の答弁で安心しましたけれども、先ほど

言いましたように市営球場本体の外野工事をしたときには、おうちの直上ですから、その

辺は十分配慮していただけるように、工事をする業者さんが決まったらお話をしていただ

きたいと思いますし、場合によっては教育委員会のほうでもこういう工事に入るというよ

うなことを説明したらいいのかなというふうには思いますので、その辺は教育委員会の内

部で検討していただきたいと思います。

それから、同じく２０９ページですけれども、陸上競技場の管理に要する経費というこ

とで、走路等改修工事費、提案理由の説明等でもいろいろあったのですけれども、やや細

かいことをお伺いしたいのですけれども、これは工期的にはどれぐらいかかって、いろん

なここを使っている団体とか、学校競技でも使うと思うのですけれども、そういったもの

には特に支障というものは出ないのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 工期につきましては、天候にも左右されますが、特に雨がなけ
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れば２週間程度で終わります。雨が続いたりしますと１カ月近くかかる見込みもあります

けれども、今使っていただいている主な団体といたしましては、砂川高校、それから砂川

中学校ということで、これが大半を占めておりますので、工期につきましては高校の大会

が５月にある。ですから、それが終わった段階で２週間程度で工事をして、また７月は中

学生の中体連がありますし、夏休みの練習、さらには秋の大会というふうにありますので、

大体予定としては６月ぐらいをめどに早い段階で工事を終了したいというふうに考えてお

ります。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 ただ、天候というのはここ十数年ですけれども、どういうふうになるか

わからないですし、今まで北海道には梅雨というものがなかったのですけれども、最近北

海道でも、蝦夷梅雨と言われるのでしょうか、長く雨が降り続く習慣もありますので、場

合によっては、天候次第というお話もありましたから、それによっては高校生や中学生が

練習や大会に使えない場合もあると思うのですけれども、その場合は代替する施設等とい

うのは学校とも話してしっかりと確保されているものなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 代替の施設についてはお話ししておりませんけれども、この間

中学校、さらには高校のほうにはお話をして、大体大会が終わった後に工事に入ると、早

目に終わらすということでは周知をしております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 ほかの委員さん方もかなり質疑をされているので、大半がわかってきた

かと思うのですけれども、まず初めのせっかくできる予定の市営野球場、利用する側の視

点からちょっと聞かせていただきたいと思うのですけれども、今回に当たっては今現在も

バリアフリー化という部分で車椅子の方も観覧できるような仕組みというのはあるかと思

うのですけれども、今回改修に当たってもこの辺はしっかりとそのままできるのかどうか、

先にまず確認させていただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 １塁側、３塁側の門扉のところから入りますと、ベンチ裏に向

かってスロープがございます。したがいまして、車椅子の方も観覧できるというふうにな

ります。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 今現在車椅子の方も利用できるということですけれども、大体何人ぐら

い、要するに車椅子であれば何台ぐらい入れるのか。恐らく両翼の部分があるのですけれ

ども、この辺はどう考えているのか。というのは、せっかく改修されるのであれば、しっ

かりと余裕を持ったつくりが私はあっていいのかなと思うのですけれども、というのは、

せんだって札幌でも冬季アジア大会が終わりましたけれども、そのときに車椅子で利用す
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る方たちの意見がいろいろあったというふうにも聞いておりますので、スポーツ施設では

あるけれども、今のバリアフリー化、ユニバーサルデザインといった観点からもどう考え

ているのか、その辺を改めて聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 具体的な人数というか、入れる数というのはちょっとないので

すけれども、基本的にはダッグアウトの裏を通って本部席側に向かってつながりますので、

こちらのほうで見ていただくということで、座席的には一番前というふうになりますけれ

ども、そのようなことで考えております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 その辺はしっかりとやっていただきたいなと。障害のある方たちにも野

球観戦も含めて楽しんでもらいたいというふうに思っております。

それで、これもちょっと関連するかもしれないのですが、せっかく改修するのですけれ

ども、野球場内にトイレの設置というのがこれでいくと見えないのですけれども、今現在

はたしか野球場から出て、敷地内にトイレはあるのですけれども、今回の改修の中ではト

イレの関係というのは一切出ていないのです。この辺は考えていなかったのか、考えてい

たのか、それを聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 お配りしています参考資料の右下のダッグアウト計画図の中に

も示してありますとおり、ダッグアウト内に洋式トイレ、小便器、これは１塁側も３塁側

もですけれども、設置しているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 ダッグアウト、この中ですから、私的には野球場を利用する選手だとか

役員さん方が利用するのかなと思うのですけれども、これは一般の方も利用することがで

きるのかどうか、この辺どうなっているのか聞かせてください。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 基本的には選手のトイレでございまして、試合中外に出なくて

もトイレに行けるという内容でございますし、必要に応じて大会役員の方も、大会役員の

方はゲームに出ないので、外へ出られることもあるのでしょうけれども、簡易な大会では

こちらのほうも使っていただくことは可能かなというふうに思っております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 大会の役員さん初め、選手の方たちについてはわかりました。私は前段

で利用する側の立場ということでお話しさせていただいているのですけれども、先ほどか

らいろいろお聞きしていると、こけら落としも含めて例えばプロ野球の２軍だとか、興業

的に大会を引っ張ってきてやるとなると、今回改修によって４，４００人使用できるだろ

うという中で、観衆が来たときに恐らく入場料を取ると思うのです。そのときに球場の中
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に入って、トイレは外ですといったときに、外に出てしまうことによって入場料を払った

方と払わない方の区別の仕方というのが難しいのではないか。というのは、ほかの近隣の

全てとは言わないけれども、幾つかの球場を持っているところは球場の中にトイレも設置

している。１塁側、３塁側ということもされておりますので、特に野球というのは攻めて、

守ってという回の切りかえのときに結構皆さんトイレに行かれる部分があるかと思うので

すけれども、この辺というのをしっかりと考えられてきたのかどうか、もし考えていない

のなら考えていない、考えていたのなら考えていたということを含めて聞かせていただき

たいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 総括質疑の中でも大きな大会というお話もさせていただきまし

たけれども、確率的にも高校野球でいきますと支部予選も固定化されていて、深川と岩見

沢でしょうか、そういうところでやっているという部分もありますので、大観衆が入ると

いう、こういう大会については全くないという話ではないのですけれども、毎年毎年常に

あるわけではございませんので、今回の野球場の改修につきましては選手を中心に最低限

の改築をしたところでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 選手を中心ということなので、そういう方向であれば、私はこの野球場

をつくることというか、改修することは大いにいいことだなと思っていますので、ただ残

念だなと。球場の中にトイレ、先ほど私が車椅子の話をしたのは、その次に本当は多目的

トイレはどうするのだということもあったのですけれども、恐らくこの辺も考えられてい

なかったのかなと私は勝手に推測するのですけれども、この辺の考え方だけ、この観点だ

け聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 多目的トイレにつきましては、そこまで改修の段階では考慮し

ておりません。その部分については、ちょっと遠いですけれども、隣接する総合体育館等

のご利用というふうになるかと思います。また、外のトイレにつきましては、今までどお

り使っていただくということで考えておりまして、まずは現段階ではダッグアウト内のト

イレの改修ということで考えた結果でございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 この辺は、恐らく私の考えとは一緒にならない部分があるのかなと思う

のですが、ただしっかり努力もしていただきたいと思うし、今後のことも含めて。ただ、

１つ言えることは、２０２０年に東京オリンピック、オリンピックだけではなくてパラリ

ンピックという障害者の大会がある。これは全国一斉に向いている方向です。そういった

ことも本来であれば考えておかなければいけなかった課題だったのかなというふうに私は

苦言だけ申し上げておきたいと思います。
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それでは、続いてなのですけれども、昨日の説明も聞きながら、スコアボードについて

はＬＥＤを使われるということなのですけれども、１日あいたせいでいろいろ調べてきま

したら、ＬＥＤもフルカラーＬＥＤもあれば、３色のＬＥＤもあるのですけれども、今回

はたくさん乗るようなこともあるので、ひょっとしたらフルカラーＬＥＤなのかなとは思

うのですが、この辺ＬＥＤ一つだけにくくってしまうとわからないので、区別してどうい

うふうに考えているのか聞かせていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 基本的には黒いボードの上に白く浮かび上がる表示になります。

ただ、Ｂ、Ｓ、Ｏ、ボール、ストライク、アウト、これについては所定の色ということで、

その色分けで表示することといたします。それと、ヒット、エラー、フィルダースチョイ

スにつきましては、基本的に赤いランプがつくというような内容でございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 その点についてはわかるのですけれども、バックスクリーンスコアボー

ド計画図でいくと、チームがあって、１、２、３、４というのは回数だと思うのです。そ

れで、東日本、西日本というのは点数も含めてここのところはＬＥＤ照明になるというふ

うに私は理解していたのですけれども、ここのところを使う部分はフルカラーＬＥＤなの

ですか、もしくは３色ＬＥＤなのですかという部分を押さえているのであったら、聞かせ

ていただきたいと思うのですが。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 フルカラーＬＥＤでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 フルカラーＬＥＤということで、大半がフルカラーＬＥＤをどんどん進

めている部分があります。昨今いろいろ野球場を改修するところはＬＥＤ化を進めている

のは確かだと思います。省資源化もありますから。ただ、そこで、ＬＥＤって、防犯灯も

そうですけれども、基本的に１０年ぐらいは持つのです。調べていくと、１０年ぐらいた

つと色の鮮やかさも明るさも少しずつ低減していくということもあるのですが、そこでこ

れってひょっとしたら毎年定期点検しないとだめなのではないかなと思うのですけれども、

定期点検になるとすれば年間幾らという部分もかかるかと思うのですけれども、この辺ど

ういうふうな形になっているものか聞かせてください。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 ここの定期点検というのは、今ちょっと想定をしておりません

で、適宜数年に１回は点検というか、まず目視で確認しないとならないというのがあると

思いますけれども、今のところ毎年の定期点検というところについては考えておりません。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 わかりました。毎年の定期点検は考えていないということは、維持管理
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費においては定期点検の分は想定をされていないのだというふうに受けとめておきたいと

思います。ただ、いろんなところを調べていくと、最近ＬＥＤ化することによって保守点

検がすごくやりやすくなったり、故障した場合もすぐ取りかえたりということのできる仕

組みを持っている会社もあるようです。ですから、今後どういう会社が実施設計にのっと

ってつくっていくのかということはあるかもしれませんが、この辺はしっかりとやってい

ただきたいと思うし、今までと違ってＬＥＤということは電気も使うということで、今ま

でになく維持管理費がかかるのかなと思いますけれども、その辺はしっかりと努力をして

いただきたいというふうに思っております。

それと、もう一つ、ちょっと残念だったのが改築することによって今まで５，４８０人

収容できるものが４，４００人、どうしても敷地的な部分と崖があるということだったの

ですけれども、これは今までの既存の５，４８０人だとネット裏が９８０人、内野が１，

５００人、外野がおおよそ３，０００人、合わせて大体５，４８０人ということで、今回

恐らく外野のほうが狭くなってしまう、バックネット側のほう、特に崖側のほうが狭くな

ってしまうということだと思うのですけれども、正直もう少しふやすことができなかった

のか。というのは、岩見沢で７，５００人、美唄で５，０００人、芦別で４，２００人ほ

ど、滝川市で７，０００人収容できるといった部分で、昨日のお話だとプロ野球２軍にし

ても、来ても最低２，０００人ぐらいは収容できるスペースがあればいいと、これがクリ

アできれば興業に値する部分があるのだろうなと思うのですけれども、この辺ちょっと残

念だったなと。もう少し、もしくは今までどおりの収容人員になるのかなという期待はし

ていたのですけれども、この辺どうしてもこういう形にならざるを得ないということなの

でしょうか。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 レフト側の東側については非常に大きな崖になっておりまして、

そこを盛り土するということになるとかなりの工事費になります。かなりの高さがござい

ます。ですから、レフト側についてはそこが限界値であると。さらに、今回フィールドを

拡張しておりますから、その部分で外野のところの観覧席が減るのと、ベンチのオールフ

ラット化で後ろに延びるものですから、内野のダッグアウト裏の席が、段数が今６列ある

ところが３列になるという部分はオールフラットにする以上いたし方ないということで、

結果的には４，４００人となったところであります。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 今のお話で基本的に収容人数は少なくなったかもしれないけれども、余

裕を持って野球観戦も見てもらえるというふうに私は理解させていただきたいというふう

に思います。

それと、せっかく今回改修ですので、軟式野球連盟さんともいろいろ協議をしながらと

いうことなのですけれども、基本的にこういう競技施設というのはよく知っている方がか
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かわって、つくるときもかかわっていないといけない部分があるのかなと。というのは、

土一つとっても、芝生一つとっても、一般の芝生とは違って、そのスポーツ競技、要する

に競技種目に合わせた部分もあるかと思うのです。この辺はしっかりと対応できるのか、

ちょっと気になるのですけれども、その対応についても考えているのだったら聞かせてい

ただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 芝生につきましては、通常の公園で使っている芝生、これはど

この球場も同じです。それから、土につきましては、通常の土ではなくて追分土という土

を使います。これについては、道内の球場で多く使われている良質な野球に適する土とい

うことで、それを入れる予定でございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 わかりました。その辺野球に適した土も使われるということなので、一

番大事なところなのかなと思っていますので、しっかりやっていただきたいと思います。

それで、今回２万１，０００平米ほど三井化学さんから所有しているところを購入して

いくわけですけれども、そのうち約３，０００平米が１３５台の駐車場ということで今ほ

ど質疑を通しながら聞かせていただきましたけれども、基本的にまだほかに空地として残

る部分があるかと思うのですけれども、この辺は何か活用というのは教育委員会として考

えられているのかどうか聞かせてもらいたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 残りの部分につきましては、今のところ活用は考えておりませ

ん。２万１，３７５．２５平米のうち２，９６０平米だけを転圧して砂利を敷いてという

形になろうかと思いますが、駐車場にしたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 駐車場のことは別にして、野球の試合とかをやっているときにあそこの

近辺に行くことがあるのですけれども、野球というのはチームで来られるから、どちらか

というと大型バスで来られるチームが多いので、ある部分では既存の駐車場だけでは、と

るスペースが大きいので、その辺せっかく空地があるのだったら、大型車両も入るような

仕組みにしておいていいのではないか。ただ普通に砂利を敷いておけばいいことなのかな

と思うのですけれども、この辺はこういった状況をしっかり踏まえた中で検討しておいて

いただきたいと思います。

最後になりますけれども、野球場自体は教育委員会として、今回教育委員会の中で三井

化学さんから土地を購入するということなのですけれども、基本的に野球場の中の管理は

教育委員会、その周辺の管理も教育委員会になるのですか、それともほかの所管になって

いくのか、それはどういう考えになっているのか聞かせてもらいたいと思うのですけれど

も。
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〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 野球場の中の管理については、教育委員会が担当いたします。

ただ、その外になりますと日の出公園になりますから、一部土木で管理しているものと、

それから施設についてはうちの教育委員会のほうで管理しているものと、ちょっと混在す

るところはありますけれども、市営球場の外のトイレですと土木課管理というような内容

で、一つ一つはあれですけれども、さまざままざっているところがあるところでございま

す。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 大体わかりました。ただ、今回大きな面積の土地も購入されて、空地も

あるかと思うのですけれども、基本的に野球場自体は教育委員会で管理するけれども、周

辺についてはほかの所管というか、土木だとか、公園に関する部分に係ってくるのかなと

いうことですけれども、この辺は利用する側にとったら、教育委員会であれ、ほかの所管

であれ、基本的に余り関係ないと言ったら失礼だけれども、わからないことでありますの

で、その辺はしっかりと利用するときのことも考えてやっていただきたいということをお

話しして終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続きまして、２１２ページ、第６項給食センター費、ご発言ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 ２１３ページ、給食運搬委託料ということで６６万９，０００円ほど上

がっているのですけれども、これも議会の中でもいろいろと出ていましたけれども、市内

の業者さんが給食用のパンをつくらなくなってしまうということで、美唄から持ってくる

というお話なのですが、市内でつくっていたときも市内の小中学校７校ありまして、距離

的にはそれぞれ点在をしてばらばらだと思うのですけれども、美唄から運ぶとなるとそれ

だけでも２０キロ以上離れています。子供たちにもおいしい給食を届けてほしいとは思う

のですけれども、その辺配送時間のタイムラグが今まで以上に大きくなっていきますので、

パンですから、それほど味が変質するというようなことはないとは思うのですけれども、

そうはいっても美唄から空知太小学校まではかなり離れていますので、その辺運ぶような

体制というようなものがどういうふうになっているのか、１社でそれをやるのか、それと

も何社かに分かれてやるのか、その辺の状況というのをまず教えていただきたいと思いま

す。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 今回今までパン製造委託をお願いしていました

砂川の業者さんが辞退したいということで、いろんな経過をたどって、砂川から一番近隣

の美唄市で学校給食のパンの製造実績のある業者さんにお願いをすることになります。学
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校給食のパンにつきましては、前日に製造するということが可能となっておりまして、い

ろいろな冬道の状況とかも考慮いたしまして、前日の午後から給食センターのほうに配送

をしていただくような準備をしております。パンの給食の日の当日に温食ですとか食器と

一緒に運んでいただくということで万全を期していきたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今答弁にはなかったのですけれども、そうすると業者さんとしては１社

の方にお願いをして、給食センターのほうに前日のうちに運び込んでいただくと、給食セ

ンターのほうから各市内の小中学校のほうに配送していくというような形になるという理

解でよろしいですか。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 製造業者さんはその１社にお願いすることにな

ります。配送業者さんにつきましても、学校給食衛生管理基準というのがありますので、

普通の車で運ぶということにはなりませんので、現在の給食配送車で美唄から砂川まで配

送、それから当日給食運搬車に乗せて運びたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 つまり製造する方が運搬をしていただけるということなのですね、学校

給食センターまで。別に美唄でパンを製造している方が美唄の運送業者さんとかに頼んで

給食センターへ持ってくるわけではなくて、製造した方が直接前日に砂川の給食センター

のほうに持ってきて、給食センターのほうから市内の各小中学校のほうに回っていくとい

うことなのですね。そのための運搬委託料ということですよね。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 申しわけございません。説明が不十分でしたが、

パンは美唄の工場渡しになります。現在給食の運搬をお願いしている砂川市の業者さんに

お願いする予定でおります。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。

〇多比良和伸委員 同じく給食のパンの運搬委託料のところなのですけれども、今回はち

ょっと急だったというのもあったということなので、できるところにお願いするしかなか

ったということだったと思うのですけれども、契約期間というか、そのあたりについてま

ずお聞かせ願いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 パンの製造に関しましては、毎年度、毎年度パ

ンの単価の見直しがございます。ですので、基本的には１年ごとの契約というふうになり

ます。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。

〇多比良和伸委員 すると、また市内でパンを製造される方がもしいて、同じテーブルに
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乗るようなことがあれば、それはまた１年後からでも市内業者さんになる可能性はあると

いうことでいいですか。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 できれば砂川の業者さんでつくっていただくの

が理想かと思いますので、そういった動きがあれば随時検討してまいりたいと考えており

ます。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。

〇多比良和伸委員 ちなみに、年間のパンの製造というか、購入に係る費用はわかります

か。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 今まで市内業者さんだったということもありま

して、パンの回数が２９年度よりも多く配食していただいておりますけれども、給食セン

ターから支払う分、それから北海道学校給食会を通して支払われる分で１，０００万超に

なると思います。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。

〇多比良和伸委員 では、もし新規開業されたとしても、確実にもらえるかどうかわから

ないにしても、１，０００万ぐらいの仕事がある状態からスタートできるという可能性が

あるということでいいですか。

〇委員長 辻 勲君 学校給食センター所長。

〇学校給食センター所長 橘 加奈子君 パンの単価も少しずつ上がっておりますので、

もし開業していただけるような方がいらっしゃれば、そのくらいの売り上げというふうな

ことは期待できると思います。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続きまして、２１４ページ、第１１款公債費、第１項公債費、ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

２１６ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金、ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

同じく２１６ページ、第２項特別会計繰出金、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

２１８ページ、第３項開発公社費、ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

２２０ページ、第１３款職員費、第１項職員費、ご質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

２２２ページ、第１４款予備費、第１項予備費、ご質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、８ページ、第２表、継続費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、９ページ、第３表、債務負担行為について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、１０ページ、第４表、地方債について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。１４ページから８６ページまで質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１０時５７分

〇委員長 辻 勲君 休憩中の委員会を再開します。

議案第７号の討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより議案第７号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、２３９ページ、議案第８号 平成２９年度砂川市国民健康保険特別会計予算の

審査に入ります。

これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第８号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、３１７ページ、議案第９号 平成２９年度砂川市下水道事業特別会計予算の審

査に入ります。

これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第９号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、３６１ページ、議案第１０号 平成２９年度砂川市介護保険特別会計予算の審

査に入ります。

これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 １点だけお伺いいたします。

４１１ページ、権利擁護人材育成事業に要する経費ということで、提案理由の説明の中

で社会福祉協議会のほうに委託をするというお話だったのですけれども、育成事業という

ことなので、これは委託を受けた社会福祉法人の方がまさに成年後見業務を行うのか、そ

れとも市民成年後見人をふやしていこうという取り組みをしていく中で、この育成にかか

わるものをそこに委託をして、まさに市民の成年後見人をふやしていこうとするのか、そ

の辺はどういったような中身になっていくのか教えてください。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 吉川美幸君 このたび予算を計上させていただいております成年後見支

援センターの開設というところでございますけれども、今ほど委員さんおっしゃられまし

たとおり、委託先としては社会福祉法人砂川社会福祉協議会のほうに委託をさせていただ

きたいというふうに考えております。こちらのセンターのほうで担っていただきたい、や

っていただきたいと思っている業務についてでございますけれども、今おっしゃられまし

た市民後見人の養成ももちろんですけれども、これまで成年後見の関係につきましてはご

利用になりたいという方につきましては恐らく市役所、高齢者であれば私ども介護福祉課、

障害者であれば社会福祉課というところでそれぞれご相談をいただいていた経過がござい

ますが、なかなかこの制度自体が理解されていないという部分があったのかなというふう

に思っております。そのような中で、国のほうも地方自治体がきちんと地域の実情に合わ

せた体制を組みなさいというところで話が出てまいりまして、その後支援センターの設置

に向けた協議を内部で検討を始めたというところでございます。その中で、今言いました

成年後見人の養成、あと市民に対する成年後見制度の啓発、普及というもの、それから総

合的な相談というところの窓口の一本化というところも図りたいというところで、このた

びセンターというものを設置して、その業務を社協さんのほうに委託をさせていただきた
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いというふうに考えているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 窓口が一本化になるというのは非常にいいことだと思うのですけれども、

今まさに答弁で出てきたように、そもそも成年後見って何ですかという市民の方ってまだ

まだ多いと思うのです。そうなったときに、今おっしゃられたように市役所にまずは行っ

てみるとか、多分市役所に、何でも相談ではないですけれども、来られる方が多いと思う

のですけれども、当然今は距離的にも近いですし、そちらのほうで窓口が一本化されてい

るということでいいのでしょうけれども、相談される方というのは、これも過去的にいろ

んな市民の方に言われたことがあって、余り専門的な話ってわからないと、市役所の職員

の皆さんというのは日常の業務でやっていますから何げない一言であっても、受け取り手

にとってはそういったようなことがわかっていないと非常にそこで感情を害されてしまう

とか、そういったようなこともありますので、その辺はきちんとした窓口に誘導するとい

うのは当たり前のことだと思わずにやっていただきたいというふうに思っております。

それと、もう一つ、中身的なものでいけば、市民後見人を育成するということをお願い

することはいいのですけれども、一方で育成した市民後見人の方に対する今後の知識とか

研修とか、そういったようなことというのも、育成して終わりではなくて担っていただけ

るのかどうか。というのは、余りよくないことではあるのですけれども、全国的には過去

的に成年後見の制度が悪用されて、本当はしっかりとした判断能力のない方の財産管理を

しっかりしていただくのがこの制度の趣旨なのですけれども、それを監督する立場にある

人がそれを悪用しているケースがここ数年来多々ありまして、であるならばしっかりとし

たそういうモラルと意識を持った方を育成して、その後もしっかりケアをしていただかな

いといけないと思うのですけれども、その辺というのは今回の委託の中ではどういうふう

に扱われているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 吉川美幸君 市民後見人の養成という件に関しましては、これまでまず

市のほうが市民後見人の養成講座というものを１度、平成２５年でしたでしょうか、させ

ていただきまして、その後２年間ほど、これも市のほうでしたけれども、フォローアップ

研修という形で実はさせていただいた経過がございます。この養成講座を受けていただい

た方につきましてはもちろん後々市民後見人として活動されたいというお気持ちを持って

来られた方、もしくは自分の勉強のため、もしくは身内にそのようなことをもしかしたら

利用する可能性があるというところでの養成講座の受講の方が多かったのかなというふう

に思っております。私どものフォローアップもこれまで２度ほどやらせていただきました

が、なかなか直接市民後見人さんをやっていただくというところにつながってきていない

というのが現状でございます。ですので、この方に対するフォローアップも含めて社協さ

んのほうに、社協さんは今、日常の業務といたしまして日常生活支援事業という成年後見
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に近いような形の業務をやっていただいておりまして、より現場に近い業務をやっていた

だいている関係から、その辺のフォローアップというものも私ども行政がさせていただく

よりも、より現場に近い考えでやっていただけるのかなという期待もありますので、その

辺も含めてフォローアップのほうもお願いしたいというふうに考えているところでござい

ます。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 最後に、今そういったフォローアップも含めてというお話があったので、

こういったいい制度がまさにスタートするということであれば、お願いをしたからそちら

のほうがメーンでというだけではなくて、市のほうも今後とも周知のほうは徹底していっ

ていただきたいと思うのですけれども、その辺の考えだけをお伺いして最後、質疑として

締めくくりたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 吉川美幸君 こちらのセンター開設に向けましての周知ということかと

思いますけれども、その辺につきましては通常のといいますか、ほかのところと同じにな

るかもしれませんけれども、もちろんホームページや市の広報なども通じてやらせていた

だきたいと思っておりますし、社会福祉協議会さん独自でホームページを持っております

ので、その辺も活用したいというふうに考えております。そういう形でなるべく多くの方

に見ていただけるような形で周知をさせていただきたいというふうに考えているところで

ございます。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 最後と言いましたけれども、質疑ではないのですけれども、今お話しさ

れた周知方法というのは市がやる一般的な周知方法だと思うのですが、対象になるという

のは年代は本当は関係ないのですけれども、高齢者の方とかが対象になるケースが多いと

思いますので、老人クラブとか、そういったところに何かの折に出ていったときにも、し

っかりとチラシを配るですとか、口頭での説明も含めて周知のほうをしていただきたいと

思います。

終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１０号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、４１９ページ、議案第１１号 平成２９年度砂川市後期高齢者医療特別会計予

算の審査に入ります。

これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１１号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１２号 平成２９年度砂川市病院事業会計予算の審査に入ります。

これより質疑に入ります。収入支出一括して質疑ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それでは、総括でも大分伺っていますので、簡単に何点かお伺いをした

いと思います。

まず最初に、予算書の５ページです。補正予算のところで私は質疑できなかったもので

すから、ただ３月補正をやって、それから前年度決算を踏まえて平成２９年度の当初予算

が当然編成されているわけでありますから、お伺いしたいのですけれども、５ページの医

業相談収益のところで個別的健康診断、これが３，１５１万５，０００円ということで計

上されています。これは昨年度の当初予算のときは約３，６００万円ほどありまして、今

回５００万円を削っていると。３月補正の中でも５００万円を減額しているのですけれど

も、病院の収益を考えたときに、この医業相談収益といったところも非常に大きな収益に

なってくると思うのですけれども、この要因と、やっぱり今年度もこうやって落としてい

かないといけないものなのかどうかということをまず最初にお伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 今医業相談収益の中で落ちている部分で個別的健診料

の中で一番大きな減額の要因につきましては、妊婦健診の件数、それと金額が落ちている

ということでございまして、２８年度当初は妊婦健診１万１，４００件、３，３３０万円

ほどを予定してございました。それが２９年度では９，６００件、２，８２０万で５００

万円ほどの減額となっております。理由につきましては、妊婦健診の数が減っていると、

里帰り分娩もあって、全ての方が当院に妊婦健診は来ていないということ、あるいはこの



－118－

近隣にいても妊婦健診は別に当院でなくても開業の先生方のところでもできますので、出

産間際までは開業の先生のほうで妊婦健診をして、出産は当院でするというようなことが

考えられております。分娩件数につきましては、２７年度、２８年度を比較すると２７年

が１月までですけれども３９９件、それと２８年度、これも４月から１月でいくと３９７

件と２件減少しておりますけれども、ほぼ変わらない状況となってございます。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 昨日の一般会計の予算審査特別委員会の質疑の中で妊婦健診のことを市

民部に聞いたら、大体市内は７割、滝川が２割程度だというお話があったのですけれども、

当然ドクターのマンパワーも限られている中で、余り殺到し過ぎても対応し切れないと、

しかも砂川市は分娩ができる施設でありますから、健診ばかりではなく、役割分担として

健診を担当していない先生が出産に立ち会うというようなことも出てくると思いますので、

その辺はそちらのほうでは十分収益的には問題ないのかなとは思うのですけれども、ただ

数字的に見ると、この辺は病院としての考えをお伺いしたいのですけれども、基本的には

妊婦さんの場合にはちょっとリスクがあって、里帰り分娩とかというのもよく行われるの

ですが、経過をずっと観察してきて、節目、節目で健診をされて出産につなげていくと。

特に医療紛争等になるのは産婦人科の例が多いので、健診の状況がわからないまま飛び込

みで出産だけをしてくると非常に医療機関側にとってはリスクを伴うといったようなこと

があるのですけれども、そういうことからするならば、もう少し砂川市立病院は余力があ

って、妊婦さんの健診も受け入れることができるのかどうかということなのです。それが

できるのであれば、今回は予算ではこれは少し落としていますけれども、もう少し市内で

の健診を勧奨して、市立病院でずっと節目、節目の健診も受けて、出産をしていただける

というような形に持っていくほうが収益的にもよくなるのかどうか、その辺というのはど

ういうふうになっているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 出産に関しましては、今委員さんおっしゃられるとお

り、最初から妊婦健診をやって当院で出産というのが一番望ましい形だというふうに思い

ます。ただ、当院の場合は外来ですと産科と婦人科と両方診ていますので、どうしても待

ち時間が生じると。それと、上のお子さんを連れてくるお母さんもいらっしゃって、上の

お子さんがインフルエンザの時期とか、風邪とか、そういったものがうつるというのを敬

遠しているという部分もあって、それで働いているお母さんであれば昼休みのうちにどこ

かの民間のところで妊婦健診だけをしているというようなことも伺っております。また、

飛び込み出産はないわけではないのですが、それは本当にリスクを伴いまして、下手する

と訴訟にもなりかねませんので、今あるのは里帰り分娩といっても突然来て産むというこ

とではなくて、出産の何週間前というか、妊婦健診を何回か当院で受けた後に出産すると

いうふうになっていますので、委員さんが心配しているほどの大きなリスクではないとい



－119－

うふうに考えてございます。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 わかりました。

次に、７ページですけれども、これも３月補正で聞けなかったものですから、院内施設

使用料が昨年度の当初予算よりも１，０００万円ぐらい落ちているのです。それで、使わ

れなかったということで３月に１，０００万減額補正されて、今年度また３，０００万で

いくということなのですけれども、その中身的なもの、１，０００万というのは病院の会

計規模からしたらそれほど大きな金額ではないのかもしれませんけれども、そうはいいな

がらもやっぱり落ちる額としては大きいかなとは思っていますので、その中身的なものに

ついてお伺いをしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 院内施設使用料におきましては、２８年度はプロポーザル方式

で売店、食堂、理容室をやったのですけれども、売店の使用料におきまして今まで２８年

度では１９０万ということが提案料だったのですけれども、今回２９年度が１２３万５，

０００円ということで、月額６７万５，０００円の減額ということになりまして、それを

１年分ということで約８００万円の減、あと自動販売機の提案料も下がったということで、

そこが２００万ということで、合わせて１，０００万ほどの減ということになっておりま

す。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それは、交渉の過程の中でそういうふうになってきたと思うのですが、

当然使用料収入というのは病院の本体の事業部分ではありませんけれども、アメニティー

の部分では大切なところだと思いますし、病院は収益として医業外収益で稼げる部分であ

って、それは交渉の中でこうなってきたということは売店自体の売り上げ的なものが落ち

てきているというようなことも要因としてあるのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 聞いておりますのは、前回新病院ができたときにぜひともとり

たいということで破格の価格を出して、絶対とりたいのだということできたのですけれど

も、ちょっと無理があったということで、通常のといいましょうか、一般的な価格で今回

は出させてもらったということで聞いております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それは事業者さんとしては仕事をとりたいという気持ちはわかるのです

けれども、これだけ大きな額が落ちていく、毎月売店だけで６７万ちょっとですか、これ

は非常に大きい金額だと思いますので、かといって売店がなくなってしまったら、それは

なくなったらなくなったで利用者にとって非常にご迷惑をかけることになると思いますの

で、その辺も今後の状況を見ながら別のところで聞けることは聞いていきたいと思います。
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それから、総括質疑の中で私は砂川市立病院のＰＲの話をしました。これは、私は１期

目のときからずっと言っていることでありますけれども、要はＰＲというのは何かという

と、その先にあるのは集患なのです。患者さんを集めるということなのですが、局長から

すごく力強い答弁もいただいたのですけれども、この予算の中ではそういったＰＲ、広報

にかけるといったようなもので、何か組織も改組するみたいなお話があったのですけれど

も、それはこの予算のどこで反映されているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 渋谷和彦君 広報の予算にどのように反映したかといったことでご答弁

申し上げます。

予算書でいきますと委託料の中にホームページの維持に係る部分ですとか、印刷費の中

には広報すながわの発刊にかかわる費用、そういったものが含まれております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、とりたてて何か目玉的なものとして通常の例年の予算とか

とは違ったようなもので項目立ててあるわけではないですから、その辺がどうなのかなと

思ったのですけれども、その辺というのは十分内部では意識はされているけれども、特に

この予算の費目としては上がっていないという理解でよろしいでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 渋谷和彦君 大変申しわけありません。広報ひまわりでした。

それから、今回事務局長のほうから総括のときにご答弁申し上げていますが、機構を変

えて体制強化するといったことでご答弁しておりますが、それに関してはまだこの予算書

のほうには反映されてはおりません。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今後取り組んでいかれるということなので、それは今後またその場面が

きたらお伺いをしたいと思います。

それから次に、３４ページ、附属説明資料になるのですけれども、初任給の欄を見ると

ドクターが国から比べると２，０００円低いと、薬剤師の方が１万２，３００円ほど高い

状態になっています。ほかは皆さん、いろんな職種があるのですけれども、国と砂川市の

初任給が統一されているのですが、以前薬学部が４年制から６年制になったときに一時的

に薬剤師の方が非常に不足したと、市中の薬局のほうでも引き抜き合戦等があったのです

けれども、この辺というのは今もそういったような薬剤師さんが不足している状況にあっ

て、こういうような給与体系になっているのかどうかというのをまずお伺いしたいと思い

ます。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 薬剤師につきましては、今はまだ、定数と申しましょうか、必

要数にまだ達していないところであります。募集しても、若干名といっても誰もいない年
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もあったり、１名、２名であったり、そのときに試験がだめで入れなかったりとか、なか

なか確保ができない状況であるということであります。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 別に国の定めている金額が、自治体がそれに必ず合わせないといけない

というものではありませんから、それはそれぞれでいいのですけれども、ただこういう何

がしかの説明がないと、ほかの職種よりも１万円以上突出していて、ほかは皆さん国と同

じような水準になっているということからすれば、なかなか薬剤師の確保というのも難し

いのだろうなと、特に院内でも調剤とかいろいろありますので。ただ、一方でもう一つ、

ドクターのほうは２，０００円程度低いということなのですが、これもさんざん総括質疑

等で言われてきていることで、人件費というのは固定的な経費になりますから、これが上

がるとなかなかこれを削減するといったようなことにはなっていかないと、特に病院の場

合は通常の商業等と違って、人を減らせば業績が回復するというものではなくて、砂川市

が指定を受けている病院であれば、その指定に応じた医療職を置かなければ診療報酬が入

ってこないといった面もあると思いますので、その辺はしっかりとやっていただけるので

しょうけれども、ただこういう給与でこのままずっとしばらくはまだ推移していくという

形になるのか、その辺の見込み的なものというのがわかれば教えていただきたいと思いま

す。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 先ほど答弁したように、まだ薬剤師のほうは補充が完了したと

いうことにはなっていませんし、どうしてもまず第一に調剤薬局が人気であり、その次に

は都会の病院ということで、なかなか当院に応募がないということで、一応薬剤部長です

とかが卒業生を連れて大学のほうに訪問して、受けてほしいということで回っている状況

ですので、今のところはこの状況でいきたいというふうに考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 人件費だけでなくて、そもそも患者さんを集めることから、広報のあり

方を含めてもそうですけれども、病院の職員の皆さん、ここにいる事務方だけではなくて

医療職も含めて皆さん非常に献身的に努力されていると思います。砂川市にとってもかけ

がえのない財産でありますから、我々も微力ながらも一生懸命皆さん方を応援していこう

と思っておりますので、これからも経営については一生懸命取り組んでいっていただきた

いと思います。

終わります。

〇委員長 辻 勲君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 １７ページですか、研修会等負担金と書いてあります。２，０９１万計

上されていますけれども、これは院外の研修会もあると思うのですけれども、いつも私が

申し上げている院内の研修会の費用はここでよろしいのですか。
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〇委員長 辻 勲君 研修管理室副審議監。

〇研修管理室副審議監 森田康晴君 院内の研修会の講師の謝礼等につきましては、報償

費のほうになりますので、２１ページの経費の３節報償費のほうになります。

〇委員長 辻 勲君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 院内の接遇研修の費用なのですが、その講師の謝礼は今の報償費という

ところに入っているということなのですね。

〇委員長 辻 勲君 研修管理室副審議監。

〇研修管理室副審議監 森田康晴君 訂正させていただきます。

先ほどの１７ページの謝金のほうになります。

〇委員長 辻 勲君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今年度は院内の研修はどのようなものを今計画しているのか、その辺に

ついてお伺いしたいのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 研修管理室副審議監。

〇研修管理室副審議監 森田康晴君 定期的に行われているもので、診療報酬を算定する

ために義務づけられております院内感染の研修会とか、医療安全の研修会、あと接遇の研

修会、さまざまそのほかにも多数企画しているところであります。

〇委員長 辻 勲君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。ご意見箱にも結構接遇に関するようなご意見が寄せられ

ていますよね、病院も一生懸命頑張っておられると思いますけれども、ことしもやるとい

うことで、継続的に頑張っていただきたいというふうに思います。

次に、５３ページ、貸倒引当金について伺います。当年度において債権の不納欠損によ

る損失に貸倒引当金６１４万５，０００円を使用すると書いてありますけれども、これに

ついて内容をお伺いしたいのですが。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 貸倒引当金につきましては、最終的には決算でという

ことになるのですが、ここはあくまで今、予算策定時点で想定される貸倒引当金をここに

文章として載せております。貸倒引当金につきましては、予算書の１７ページの第１９節

に貸倒引当金繰入額というところが一番上にあるかと思うのですが、今年度この分を引当

金として積み立てて、その中から最終的に今の予定では５３ページの分を予定しておりま

すが、ここは最終的には決算でということになります。

〇委員長 辻 勲君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 １，０００円の単位まで書いてあったものですから、何か具体的なもの

を想定しているのかなと思ってお伺いしました。わかりました。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 少しお伺いします。

まず、７ページの公宅貸付料６，０００万ほどなのですけれども、この内訳をちょっと

お伺いするのですけれども、７ページのその他医業外収益。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 公宅貸付料は、医師住宅６９名と研修医１８名、それから看宿

を３３名見ております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ちょっとメモし切れなかったのですけれども、要するに医師、看護師に

それぞれ貸し付けている部分ということですよね、何件分ぐらいになるのですか。今は職

種だけだったので。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 山川和弘君 医師の部分で８７名、それから看宿の部分で３３名です。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 関連してなのですけれども、資本的支出、２８ページのほうで、総括質

疑の中で事務局長も随分声を大きくして答弁されていた件なのですけれども、住宅改築費、

予算の概要を見ると３戸ということで、７，９００万ほど、約８，０００万ですか、多分

一戸建てを３戸建てるのだろうというふうに思うのですけれども、もう少し詳しい内容を

教えてください。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 医師住宅、一戸建ての関係ということで、まず建設場所で

ございますが、駅東部の道営住宅、三砂ふれあい団地２号棟ですか、そこの東側に市道の

東雲通りがありますが、その道路を挟んだ真向かいということで、従前市のほうでも売却

物件ということで募集をかけていた用地、まずはそこが建設位置。そこで、地積としては

約１，４００平米ございます。ただ、高低差がございまして、若干造成しなければならな

いということで、使える面積としては約９００平米程度、そこに一戸建てを４戸と、そし

て住宅１戸当たりの面積的には約４０坪、そこに車庫を各１棟プラスと。間取り的には４

ＬＤＫの方と５ＬＤＫの方がいらっしゃると……

〔何事か呼ぶ者あり〕

３戸です。ごめんなさい。私４戸と言いました。済みませんでした。３戸でございます。

申しわけございません。

ということで、間取り的にはそういった形でございます。あとは、かなりの高低差がご

ざいますので、現況測量、それと造成工事、それと住宅の建設工事を合わせた中での予算

計上となっているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 場所が特定できなかったのですけれども、多分ゆうの斜め向かいの段差
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のあるあそこですね。なかなか売れなかったところですね。そこを病院が買ったというこ

とになるのですかね。３戸、お医者さん用なのだろうなというふうに思うのですけれども、

どういう方々が基本は住まわれるのか、４ＬＤＫ、５ＬＤＫといったら結構立派で、平家

なのか２階なのかわかりませんけれども、相当立派な家が建つなというふうに思うのです

けれども、どんなお医者さん方が住まわれる予定になるのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 前段、病院が買ったということではなくて、会計がえをし

ていただいたといった形でございます。要するに一般会計から病院事業会計への会計がえ

と、そういったことでございます。

そうした中では、医師住宅ということでドクターですが、家族構成でいけば６人世帯の

方もいれば、５人世帯の方、さらには現在３人世帯の方といった形で予定しているところ

でございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 お医者さんは、前にちょっと調べたところではほとんど砂川市内に住所

を移していただいている方が多いと思うのですけれども、もうちょっと調べていくと奥さ

んとか子供さんは札幌にいて、単身という方も結構多いのかなというふうに思うのですけ

れども、今回住宅を３戸建てるというところにおいて、単身で来られているお医者さんと

家族も含めて来られているお医者さんというのは、大体の比率でどのぐらいあるのでしょ

うか。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 そこの比率の資料はちょっと持ち合わせてございませんの

で、申しわけございません。これについてのご答弁はちょっとできないということで。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこがちょっと残念だったのですけれども、資料として。要するに一戸

建ての建物を３戸建てる。結構前までは医師住宅ってあって、特に中央小学校の校区だっ

たりして、お医者さんの子供たちも結構通っていてくれてというところがあったのですけ

れども、最近は教育の問題なのか何なのかわかりませんけれども、現にさっきも言ったと

おり住民票としてはお医者さんはこっちに来ていただいているのですけれども、家族はな

かなか来てもらっていないというのが現状だと思うのです。そんな意味で、もしそこの比

率が多いのであれば、特別一戸建てではなくて今まであるようなマンションとか、そうい

うほうが病院としての出費も少ないのではないかなとふと思ったのです。そのような意味

からして、今回３戸をあえて新築で４ＬＤＫ、５ＬＤＫを建てるという、ここの必要性と

いうか、そこはどんな考えで今回建てられようと思っているのかをお伺いしたいのですけ

れども。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。
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〇病院事務局長 氏家 実君 今回の住宅建設に至った経緯ということは、まず一人のド

クターから、やはり教育なのですよ、一番上のお子さんが新年度高校に入るといった中で、

札幌に家を建てて、そして皆引っ越していく考えで計画しているというお話になりました。

今おっしゃったように中央小学校の校区なのです。そして、今も駅東部、駅東部というよ

り三砂ですね、そちらのほうのアパートというか、マンションというか、そちらにお住ま

いだったのですが、それで家族ごと札幌に行かれて、そして自分だけが通うと、もちろん

住民票も移します。そういったことでは、うちもしっかりドクターを確保したいといった

こともございましたので、その辺については私も事業管理者に建ててあげたいといったお

話を申し上げました。そして、ご本人たちも本当なのですかといったことまでお話があり

ました。そうしたときに、高校ですから、今住んでいるのが三砂のほうなものですから、

私としてはできれば集合させたいという思いがあったものですから、そこでちょっとギャ

ップがあったのです。ただ、できることならうちに固定的にいていただきたいという思い

もありまして、駅東部の空き地というものをかなり調査した中では、現在市で売却してい

る、塩漬けとまではちょっと言いづらいのですけれども、なかなか売却していない用地が

ございまして、そこにつきまして市のほうとご相談申し上げて、最終的には市長の寛大な

判断のもと会計がえに至り、まずは建てた。そうした中では、またさらにあと２戸ある。

そして、もう一人の方についてもお子さんがお三方いらっしゃるものですから、それでや

っぱり中央小学校の校区ということで、うちにとっても本当に貴重な科のドクターですの

で、特に昨年の１２月に札医大のほうに院長と行って、その教授にもお会いして、そろそ

ろあいつを返してくれないかといったお話がございましたが、それは困ると。そういった

中で、何としてでもうちに残っていただきたいといったことで、そこについても何とかし

てあげたいと。それと、残る１戸についても、従前から当院にいる固定的な形で残ってい

るドクターでございまして、奥さん、そしてお子さんということで、一緒にといったこと

で、私のほうで管理者と最終的には３戸、造成がどうしても必要になってきますので、年

次的に１戸ずついくかといったことも最終的に協議したのですが、３戸を今回は建てて、

医者のモチベーションもさることながら、あそこら辺の景観もこれで変わるといった面も

ありますし、お子さんたちも減らない。市税収入もお一方の市税を調べたら年間道市民税

で１２０万ぐらいなので、市民税だけで８０万ぐらいなのです。そういったことも考え、

消費購買力も下がらないといったことなども含めて、私は今回ここに３戸建てたいという

ことで管理者と協議して決めたところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 余りにも生々しい話を聞いたので、ますます元気がなくなってきてしま

ったのですけれども、お医者さんを確保するにはおうちまで建ててあげないと確保できな

いというのが砂川の現状なのだなというのが今わかったのですけれども、お医者さんの中

では家も砂川で建ててくれたりとかという方もいらっしゃったようにも思うのですけれど
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も、やっぱり教育ということになってくるとお医者さんは悩まれるのでしょうかね、そこ

がすごく残念ではあります。でも、きっと現実なのだろうというふうに思うのですけれど

も、このお医者さんは、こうやって家を建てて住んでもらうのですけれども、これからも

ちゃんといてくれそうな方なのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 この件についてそういった計画をしていきたいといったこ

とで事業管理者とお話しさせていただいたときも、お三方とも砂川市立病院は大変気に入

っていると、そうした中ではしっかりうちの、お二方は診療科のトップでいらっしゃるし、

もうお一方も次期は恐らくトップになられるでしょうと、そういった人材なので、確かに

経費的には非常に大きい経費が出ていきますが、しっかりと医師を確保していく、こうい

ったことは大切なことなので、そして大学へ行っても教授に対しても市の協力も得て、そ

して砂川市として本当にドクターが必要ですといったことも訴えてきておりますので、そ

ういったことから何とぞご理解のほどをお願いします。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 わかりました。

では、最後にもう一点なのですけれども、５５ページです。資産購入費の関係なのです

けれども、この予算では医療機器の関連では珍しく１億５，０００万ぐらい、かなり抑え

られたなというふうに思うのですけれども、その他の１５件で４億３，０００万とすごく

大きいその他になっているのですけれども、この辺のところはどんな資産購入ということ

になるのですか。また、この時期でやっていかないとだめなような状況になっているのか

どうかをお伺いしたいのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 渋谷和彦君 平成２９年度の予算にあります資産購入につきましては、

医療機器が１億５，０００万程度ということと、その他で４億４，０００万ですか、計上

しております。医療機器に関しましては、当初各診療部門のドクターですとか、コメディ

カルの方、それから看護部、そういったところからは大体６億５，０００万ぐらいの予算

要求がありますが、これにつきましては管理者、院長を含めたヒアリングの中で１億５，

０００万、６，０００万まで抑えてきているといった経過があります。今回の４億３，０

００万につきましては、病院の中核のシステムである電子カルテシステムの更新時期が来

ておりまして、会計システムとあわせて更新をするといったことで今回計上させていただ

いております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今のお話だと医療機器としては６億ぐらい欲しいところなのだけれども、

１億ぐらいで抑えてもらったというご答弁だったのですけれども、電子カルテの関係とい

うのは、これだけかけてももうこの時期に一気にやっていかないとだめなような状況にな
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ってきているのかどうかだけ確認させてください。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 電子カルテシステムの関係でございますが、５５ペー

ジの電子カルテシステム端末というのと医療情報システムというのがあるのですけれども、

レセプトをつくる医事会計システムと電子カルテシステム本体、２つを今更新するという

予算なのですが、医事会計システムにつきましては導入したのが平成１９年１０月ですの

で、来年でもう１０年を迎えると、それと電子カルテシステムにつきましては新病院のと

きからですので、平成２２年１０月稼働で来年で丸７年を迎えると、部品供給等、あとサ

ポートの終了とかもありまして、もうそろそろ限界ということでの更新ということでござ

います。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 最後の最後です。４億以上ものシステムの交換ということになるのです

が、これはなかなか地元というのは難しくてということなのですか、どこか大手のところ

でしかやり切れないというところなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 基幹システム、ここは富士通というところでもう決定

しておりますし、それと付随する部門ベンダーというのも専門のシステムを扱っている業

者さんばかりですので、市内のほうではなかなか対応できないという状況になってござい

ます。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。

〇多比良和伸委員 未収金の関係なのですけれども、従前から結構な金額があって、いま

だに２０億ぐらいあるということでいいのだろうかと思うのですけれども、専門の方にお

願いして少し回収を図っていくという動きだったと思うのですけれども、直近の動きにつ

いて教えていただければと思うのです。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 未収金の回収業務につきましては、専門業者であるサ

ービサーのほうに２７年４月から委託を開始しております。そこはあくまで個人未収金と

いうところだけなのですが、スタート当初は個人未収金として２億２，０００万円ぐらい

ありました。今は直近２月分で残高でいいますと１億７，４００万円ほどに減少しており

ますが、その中には、１億７，４００万円のうちの６，５００万円ほどはもう相手方と支

払いの約束を取りつけているものであって、まだ現金としては入ってきていないものもあ

ります。ただ、約束はしたものの、中にはその約束どおりに入金してくれないという方も

いらっしゃいますので、そういったものは法的手段も考えながら今取り組んでいるところ

でございます。

〇委員長 辻 勲君 多比良和伸委員。
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〇多比良和伸委員 その実績がいいのか、悪いのかという判断がよくわからないのですけ

れども、順調にいっているという考えなのか、まだ課題を残しているという感覚なのか、

ちょっとそのあたりだけ教えていただければと思います。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 回収は、順調に進んでいるというふうには思っており

ます。ただ、新たな発生をどこまで防げるのかという部分ではまだやり方があるのかなと

いうふうには考えております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 それでは、病院の収益に係ることなので、昨年も聞かせていただいたの

ですけれども、診療報酬が改定をされて、７対１の入院基本料等も方針見直しといったこ

とがあったのですが、昨年この場でもお聞かせいただいたのですけれども、重篤な関係、

要は看護必要度の関係で１５％から２５％に上がりましたと。昨年聞いたときは２５．１

％でした。辛うじて０．１％クリアしたのですけれども、２８年度はどういう状況で、そ

して新年度はこの辺をどういうふうに考えているのか、それを先に聞かせていただきたい

と思うのです。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 昨日たまたま会議がありまして、看護必要度は何％か

というような数字も出されておりましたが、現状今は２７％程度で推移をしております。

新年度につきましては、平成２９年４月は診療報酬改定がございませんので、今と同じ基

準でいくということになってございます。ただ、２５％をクリアするためには一般の７対

１病床にいる患者さんのうち看護必要度が低い人に対しては今後は地域包括ケア病棟のほ

うに移っていただいて、そういう対策も今後は考えていく必要があるなということをきの

うの会議の中で打ち合わせしていたところであります。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 流れ的にはわかりました。それで、重篤な患者でない軽症な方は地域包

括ケア病棟のほうへということで、昨年も聞かせていただいたときには病床利用率大体７

０から７５％ぐらいの中でというのですけれども、そういうふうに考えると平成２９年は

病床利用率をどのぐらいまで引き上げていこうとするのか、この辺の考え方を聞かせてい

ただきたいと思うのですが。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 平成２９年度につきましては、病床利用率７６．７％

ということで今積算をしているところであります。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 わかりました。

では、続いてなのですけれども、診療報酬改定によって今回も施設基準の関係から定員
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の関係が提案もされて、例えば看護師の場合も４名で７対１の関係と高度医療の関係とい

うことだったのですが、それでこれもちょっと関連するかと思うのですけれども、看護職

員の月平均夜間時間数に係る要件等も見直しをされて、たしか７２時間というのが一つの

基準であって、これを超えてしまうとどうしてもいろいろ弊害があったり、できれば超え

ないほうがいい。ただ、この辺の調整というのは看護師のそれを管理する人方というのは

苦労されているとは思うのですけれども、この辺の状況、そして２９年度に向けてはどう

いう形になるのか聞かせていただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監 朝日紀博君 夜間看護体制加算というのがございます。本年度２８

年度のスタート当初からその加算を算定していたわけでございますが、途中でマンパワー

不足ということで３カ月間ほどとれない、算定ができなくなったという時期がございまし

た。そのこともありますし、７対１そのものをしっかり維持していかなければならないと

いうことで２９年度は考えてございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 約３カ月ほどちょっと難しいところがあったということですけれども、

調べてみますと３カ月の間はちょっとクリアできなかったかもしれないけれども、４カ月

目にそれをクリアするとオーケーみたいな部分もあるというのも聞いておりますので、ぜ

ひこの辺は、大変な仕事かと思うのですけれども、しっかりと看護師の皆さんに努力をし

ていただきながら、また管理のほうもしっかりやっていただきたいというふうに思います。

最後になのですけれども、経費の節減の関係から、余り大きな声で言うとちょっとあれ

なのですが、砂川というのは電気の発電所もあって変電所もあるのですけれども、大きな

電力会社がありますよね。水道光熱費の電気料の関係、約１億５，２１６万６，０００円、

これは恐らく電気料の関係なのですけれども、この辺経費の節減から、最近いろんな電気

を売る会社がたくさん出てきた関係で効率化を目指してやっていこうという部分があるの

ですけれども、この辺今回平成２９年度の予算を考えるときにおいては、この経費の関係

というのはどうされていたのか、考え方を聞かせていただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 管理課技術長。

〇管理課技術長 大内文雄君 経費の節減というご質問でございますが、節電の取り組み

としまして平成２４年６月に節電行動計画を作成し、継続的な取り組みを行っています。

具体的には、蛍光管の間引き、便座ヒーターの設定温度を低くする、照明、空調スイッチ

に省エネ啓蒙のステッカーを張るなどを行っています。また、平成２９年度に業務用電力

の入札を行いたいと考えております。

〔「新電力」との声あり〕

済みません。平成２９年度に新電力と北電を交えた入札を考えております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。
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〇沢田広志委員 わかりました。節電に向けて自助努力ということで、病院内も一生懸命

努力をされてきたということも理解させていただきましたし、大分新電力というものが一

般的に認められてきている部分があるので、この辺も含めて選択肢として私は考えるべき

ことなのかなと、これが病院経営においても少なからずプラスになるのかなと思っており

ますので、この辺は入札も考えているということなので、今後努力していただきたいとい

うことをお話しして終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１２号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

〇委員長 辻 勲君 以上で本委員会に付託されました議案第１３号から第１７号、第

１９号から第２３号、第７号から第１２号までの各議案の審査を全て終了しました。

これで第２予算審査特別委員会を散会します。

大変ご苦労さまでございました。

散会 午前１１時５７分
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委 員 長


